
令和 7 年度

第 1 回評議員会議案書

第１号議案 令和6年度事業報告及び
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第２号議案 理事及び監事の選任決議
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令和 7年 6月 2日(月)午後 6時

プレミアムホテルツバキ「美麗華」

公益財団法人明日佳



〇議長の選任
定款第２０条「評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員のうちから選任す
る。」に基づいて、吉田一彦評議員に議長をと考えますがいかがでしょうか。

このことにつきまして、決議をお願いします。

Ⅰ 基本方針

本法人は、2016年平成28年7月25日、一般財団法人として設立し、公益目的各事業等を

着実に行ってまいりました。この実績等により、2018年平成30年7月26日、北海道知事の

法人第1280号指令で公益財団法人として認可されました。

本法人は、2024年令和6年度は、以下により事業を推進いたしました。

1 定款第4 条 1 のフットサル等スポーツ活動の普及

1-1 スポーツ用品の寄贈

1-2 フットサル指導員の派遣

2 定款第4 条2のフットサル等競技会の開催・助成

2-1 2023 第 7 回小野寺眞悟杯北海道特別支援学校フットサル大会

兼第２回全国特別支援学校フットサル大会北海道地区大会の開催

3 定款第4 条3のフットサル等スポーツ活動の調査・研究

3-1 スポーツ活動に係る実践研究校の指定及び成果報告書の発行

特別支援学校フットサル競技等の調査に係る研究集会の開催

第 1号議案 令和 6年度事業報告及び決算報告の件



Ⅱ 事業報告

令和６年度、北海道の特別支援学校は７３校、５,９６５名の児童生徒が在籍している。道内の

特別支援学校は、次のとおりである。

表 1 北海道の特別支援学校 73 校
視覚障がい

 北海道札幌視覚支援学校
 北海道函館盲学校
 北海道旭川盲学校
 北海道帯広盲学校

聴覚障がい
 北海道高等聾学校
 北海道札幌聾学校
 北海道函館聾学校
 北海道旭川聾学校
 北海道室蘭聾学校
 北海道帯広聾学校

知的障がい
 北海道雨竜高等養護学校
 北海道札幌高等養護学校
 北海道札幌稲穂高等支援学校
 北海道札幌あいの里高等支援学校
 北海道千歳高等支援学校
 北海道白樺高等養護学校
 北海道新篠津高等養護学校
 北海道小樽高等支援学校
 北海道伊達高等養護学校
 北海道今金高等養護学校
 北海道函館五稜郭支援学校
 北海道函館高等支援学校
 北海道北斗高等支援学校
 北海道旭川高等支援学校
 北海道美深高等養護学校
 北海道美深高等養護学校あいべつ校
 北海道小平高等養護学校
 北海道紋別高等養護学校
 北海道新得高等支援学校
 北海道中札内高等養護学校
 北海道中札内高等養護学校幕別分校
 北海道中標津支援学校
 市立札幌豊明高等支援学校
 北海道夕張高等養護学校
 市立札幌みなみの杜高等支援学校
 日本体育大学附属高等支援学校
 北海道美唄養護学校
 北海道南幌養護学校
 北海道札幌養護学校
 北海道札幌養護学校 共栄分校
 北海道札幌養護学校白桜高等学院
 北海道星置養護学校
 北海道星置養護学校ほしみ高等学園
 北海道札幌伏見支援学校
 北海道札幌伏見支援学校 もなみ学園分校
 北海道余市養護学校
 北海道余市養護学校 しりべし学園分校
 北海道室蘭養護学校
 北海道苫小牧支援学校
 北海道平取養護学校
 北海道平取養護学校 静内ペテカリの園分校
 北海道七飯養護学校
 北海道七飯養護学校 おしま学園分校
 北海道鷹栖養護学校
 北海道東川養護学校
 北海道稚内養護学校
 北海道北見支援学校
 北海道紋別養護学校
 北海道紋別養護学校 ひまわり学園分校
 北海道帯広養護学校
 北海道釧路養護学校
 国立大学法人北海道教育大学附属特別支援学校

肢体不自由
 北海道岩見沢高等養護学校
 北海道真駒内養護学校
 北海道拓北養護学校
 北海道函館養護学校
 北海道旭川養護学校
 北海道網走養護学校
 北海道白糠養護学校
 札幌市立豊成養護学校
 札幌市立北翔養護学校

病弱
 北海道手稲養護学校
 北海道手稲養護学校三角山分校
 市立札幌山の手支援学校

聴覚･知的
 北海道釧路鶴野支援学校

肢体不自由・病弱
北海道手稲養護学校

特別支援学級数は４,９１７学級、在籍児童生徒数は２０,３６０名が小中学校の知的障害、肢体

不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害の各障がいの学級に在籍し

ている。

http://www.sapporoshikaku.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.hakodatemou.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.kyokumo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.obihiro-sb.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.koutourou.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.sappororo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.hakoro.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.asahikawarou.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.muroranrou.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.obihirorou.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.uryuukoyo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.sapporokoutouyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.inahokoushi.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.ainosatokoshi.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.chitosekoushi.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.shirakabakoutouyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.shinko.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.otarukoushi.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.datekotoyogo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.imayou.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.goryoukakushien.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.hakodatekoushi.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.hokuto-koushi.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.asahi-koushi.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.bifukakoutouyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.aibetsukou.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.obirakoutouyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.monbetsukoutouyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.shintoku2016.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.nakasatsunaikoutouyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.naka-makubun.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.n-koyo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.homei-h.sapporo-c.ed.jp/
http://www.yukoyo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.minaminomori-h.sapporo-c.ed.jp/
http://s-nittai.ed.jp/
http://www.bibaiyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.nanporoyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.sapporoyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.sapporoyougokyouei.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.hoshiokiyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.hoshimi.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.fushimishien.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.monami.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.yoichiyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.yoichiyougoshiribeshi.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.muroranyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.tomashien.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.birayo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.biratoriyougopetekarinosono.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.nanaeyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.nanaeyougooshima.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.takasuyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.higashikawayougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.wakkanaiyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.kitamishien.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.monyo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.monbetsuyougohimawari.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.obihiroyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.kushiroyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.hokkyodai.ac.jp/fuzoku_hak_tokushi/
http://www.iwamizawakoutouyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.makomanaiyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.takuhokuyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.hakodateyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.asahikawayougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.abashiriyougo.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.shiranuka-yougo.hokkaido-c.ed.jp/
https://www23.sapporo-c.ed.jp/housei/
http://www.hokusho-jh.sapporo-c.ed.jp/index.html
http://www.sankakuyama.hokkaido-c.ed.jp/
http://www.yamanote-ejh.sapporo-c.ed.jp/
http://www.tsurunoshien.hokkaido-c.ed.jp
http://www.teineyougo.hokkaido-c.ed.jp/


1 定款第4条1「フットサル等スポーツ活動の普及」 １,２１４,８６５円

1-1 「スポーツ用品の寄贈」

令和６年度実績は、３８校、合計１,０１４,８６５円である。



1-2 フットサル指導員の派遣
令和6 年度実績は、２０校への指導者派遣を一般社団法人エスポラーダ北海道スポーツクラ

ブに２０万円で依頼した。特別支援学級「ちゃれんじ・ふっと・ぼーる」の派遣実施例は、下記の
とおりであり、実施記録は、全て当法人ホームページ掲載している。

学校名 札幌市立共栄小学校 記録者 木村 奈央

期 日 2024 年 9 月 25 日 児童生徒数 12 名

エスポラーダ北海道の指導・支援者名 田辺 陸さん

活動概要

・腕を使ったボール運動。

・足を使い、ボールを転がす運動から、転がしたボールを止める運動。

・ボールを蹴ってゴールにシュートをする運動。

・２チームでのゲーム。

活動結果(記録者のご意見、児童生徒の感想等)

不慣れなフットサルのボールを使っての運動でしたが、手でのキャッチの運動から始まり、ボー

ルに慣れてから活動が始まり、苦手意識をもたずにスタートできたことが良かったです。

指導の田辺さんが褒めてくださるので子どもたちも非常に前向きに取り組めました。

運動量が非常に多く、高学年も満足できました。授業の指導だとついルールを設定したり「こう

したほうがよい。」と声を掛けがちだったりしてしまいますが、自由に行うことで生まれる満足感

や技能の伸びがあるのだと、大変勉強になりました。こまめに水分補給を入れていただいたことも

休憩になり、安心できました。

翌日の体育で同じ内容をなぞって行ったところ、慣れもあって動きがよくなっている子どもが多

く、子どもたちにも「もっとうまくなりたい。」という思いが生まれているように感じました。

活動写真(主催者法人のホームページに掲載します)



2 定款第4 条2「フットサル等競技会の開催・助成」 2,219,744円

第8回小野寺眞悟杯北海道特別支援学校フットサル大会は、公益財団法人日本ライオンズが

主催する第２回全国特別支援学校フットサル大会福岡大会の北海道大会を兼ねて開催した。

小中高等部が併置する特別支援学校のカテゴリー１は、北海道平取養護学校と北海道星置

養護学校ほしみ高等学園の2校が出場した。就労等を目指す高等部校が出場するカテゴリー２

には１８校、合計２０校が参加した。

第１回大会からの成績は、次のとおりである。

本大会の支出経費の概要は、次の通りです。

区 分 合 計

各学校の移動助成費・宿泊 687,862円

運営役員、審判等の謝金 767,759円

食糧費(昼食等) 616,100円

消耗品・雑費 101,515円

印刷費 46,508 円

総計 2,219,744 円



3 定款第4条3「フットサル等スポーツ活動の調査・研究」 2,155,757円

令和６年度は、5校に対して1校10万円、計50万円の研究助成を行った。「パラスポーツ研究

成果報告書2024(№8)」の発行に係る印刷・製本は、188,628円分だった。この研究紀要は、

既にホームページに掲載している。また、第９回小野寺眞悟杯北海道特別支援学校フットサル

大会への道内各特別支援学校の参加校数を増やすための方策等を得るため、全国特別支援学

校フットサル大会各地区運営担当者による調査研究会議を令和６年１１月３０日、ホテルライフ

ォーチ札幌で開催した。「校長会との連携」や「ホームページの活用」、「各学校へ巡回して校長

に働きかける」等、貴重な意見等を整理することができた。このため、全国各地区担当者の旅

費は1,155,079円、懇談会開催費は308,350円、雑費は４,７００円であった。

次は、研究紀要の一部内容である。



決算報告

















吉田一彦評議員からご推薦のありましたので、吉田一彦評議員よりご説明願います。

理事候補者1の決議をお願いします。

令和７年６月２日(月)公益財団法人明日佳評議員会 理事及び監事選任資料 (吉田一彦評議員推薦)

氏名 小野寺 眞 悟 氏

選任の職 理事

再任・新任 再任

生年月日(西暦) 1940 年 1 月 5 日

現住所
札幌市豊平区平岸２条７丁目 4-8-803

会社名・職 明日佳グループ代表
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律第６条の理事等欠格事由に係る各項目

該当しない

理事候補者2の決議ょお願いします。

令和７年６月２日(月)公益財団法人明日佳評議員会 理事及び監事選任資料 (吉田一彦評議員推薦)

氏名 吉 田 洋 一 氏

選任の職 理事

再任・新任 再任

生年月日(西暦) 1946 年 7 月2 日

現住所
札幌市西区宮の沢4 条3 丁目 13―20

会社名・職 創志学園クラーク記念国際高等学校校長
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律第６条の理事等欠格事由に係る各項目

該当しない

理事候補者3の決議をお願いします。

令和７年６月２日(月)公益財団法人明日佳評議員会 理事及び監事選任資料 (吉田一彦評議員推薦)

氏名 三 好 昇 氏

選任の職 理事

再任・新任 再任

生年月日(西暦) 1949 年２月１４日

現住所
札幌市厚別区厚別南４丁目 21-6

会社名・職
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律第６条の理事等欠格事由に係る各項目

該当しない

第２号議案 理事及び監事の選任決議(各候補者ごとに決議)の件



監事候補者1の決議をお願いします。

令和７年６月２日(月)公益財団法人明日佳評議員会 理事及び監事選任資料 (吉田一彦評議員推薦)

氏名 水 野 克 也 氏

選任の職 監事

再任・新任 再任

生年月日(西暦) 1972 年 7 月25 日

現住所
札幌市中央区南9 条西20 丁目 1-3

会社名・職 税理士法人札幌中央会計 代表社員
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律第６条の理事等欠格事由に係る各項目

該当しない



令和７年（2025 年）２月２６日実施の道庁法人団体課による当法人の運営等に係る監査に

よる３月 21 日付法人第 3868 号文書で是正等の指摘・指示がありました。このことを踏まえ

て、次により改善を図ることとして、今後、対応・改善を図る。

要改善項目 内容 改善方策

理事会設置
法人の理事
の権限

法人法では、代表理事及び業務を執行する理事として選定された理
事は、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならないと
されており、当法人定款において２回以上の報告を定めているが、１回し
か報告していなかったため、是正すること。（法人法第 91 条第２項）

職務執行状況報告に
ついて、４ヶ月間以上
を開けて２回以上の報
告を行う。

役員の変更
届

認定法では、内閣府令で定める事項については、遅滞なく、その旨を
行政庁に届け出なければならないが、これが行われていなかったので、
是正すること。（認定法第 13 条第１項第４号及び認定法施行規則第 11
条第２項第１号）

公益インフォメーショ
ンへの入力を遅滞なく
行う。

指導等項目 内容 改善方策

評議員会の
開催

定款では、評議員会は、定時評議員会として毎年度６月に１回開催する
ほか、必要がある場合に開催するとしているが、５月に開催していた。
（定款第 18 条）

６月に開催する。

評議員会の
招集通知

定款では、評議員会を招集するときには、理事長は評議員会の日の１
週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記
載した書面で、その通知を発しなければならないとしているが、口頭で
連絡していた。（定款第 19 条３）

１週間前までに文書に
て報告する。

役員の選任 定款では、評議員会において理事を選任する議案を決議するに際して
は、各候補者ごとに決議を行わなければならないとしており、決議の省
略による書面での表決においても同様であるが、候補者全て一括表決
していた。（定款第 21 条３）

各候補者ごとに決議を
行う。

評議員会の
議事録

定款では、評議員会に出席した評議員及び理事が議事録に記名押印す
るとしているが、一部の出席評議員しか記名押印していなかった。（定款
第 22 条２）

評議員会出席者全員
の記名押印を行う。

評議員会の
決議の省略

法人法では、理事が評議員会の決議の目的である事項について提案を
した場合において、当該提案につき評議員の全員が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議が
あったものとみなすこととされているが、その決議日が不正確であっ
た。（法人法第 96 条）

決議省略の文書によ
る評議員会を今後は
開催しない。

理事会の決
議の省略

法人法では、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をし
た場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があっ
たものとみなすこととされているが、提案者である理事長の同意書が漏
れていた。（法人法第 96 条）

決議省略の文書によ
る理事会を今後は開
催しない。

理事会の決
議の省略

法人法では、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をし
た場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があっ
たものとみなすこととされているが、その決議日が不正確であった。（法
人法第 96 条）

決議省略の文書によ
る理事会を今後は開
催しない。

理事会の議
事録

定款では出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印すると
されているが、署名のみであった。（定款第 36 条２）

議事録には、理事長及
び監事の記名押印を
行う。

報告事項

公益法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入検査の口頭指導等について
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